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平成 27 年 5 月 27 日 

各 位 
会 社 名 アジア・アライアンス・ 

ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 チャー チェンロン 
     （コード：9318 東証第 2 部） 
問合せ先 常務執行役員 中村 勝之 
     （TEL．03-5561-6040） 

 

第 9 回新株予約権の資金使途の変更に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の取締役会において、当社が平成 24 年 2 月 24 日に発行した第 9 回新株予約権の資金使

途の変更を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．資金使途変更の理由 

当社は、本日付東証適時開示資料「Mabuhay Holdings Corporation の株式の取得（持分法適用関連会

社化）に関するお知らせ」にて開示しておりますように、Mabuhay Holdings Corporation の株式

358,242,000 株を約 725 百万円で取得することを予定しております。それに伴い、第 9 回新株予約権によ

る調達資金のうち、「国内投融資資金」の未充当分 212 百万円の使途を「海外投資資金」に変更し、変更

後の未充当分総額 500 百万円を当該取得資金の一部に充当するものです。 
 

２．資金使途変更の内容 
資金使途変更の内容は下記の通りです。変更箇所には下線を付しております。 

 
（第 9 回新株予約権に関する資金使途変更の内容） 
（変更前）（平成 26 年 12 月 18 日時点） 
 具体的な使途 調達予定金額 支出予定時期 

第 9 回 

新株 

予約権 

の行使 

事業運転資金（370 百万円） 
・人件費及び経費（370 百万円） 

海外投資資金（400 百万円） 
・アジア・中国・大洋州における M&A および不動産開発

プロジェクトへの投資（400 百万円） 
国内投融資資金（420 百万円） 
・M&A および不動産開発プロジェクトへの投融資 
（410 百万円） 
・小売業への投資（10 百万円） 

1,200 百万円 
（1,190 百万円） 

平成 24 年 2 月

～ 
平成 27 年 12 月

（注）上表中、調達予定金額のカッコ内は、手取概算額です。 
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（変更後） 
 具体的な使途 調達予定金額 支出予定時期 

第 9 回 

新株 

予約権 

の行使 

事業運転資金（370 百万円） 
・人件費及び経費（370 百万円） 

海外投資資金（612 百万円） 
・アジア・中国・大洋州における M&A および不動産開発

プロジェクトへの投資（612 百万円） 
国内投融資資金（208 百万円） 
・M&A および不動産開発プロジェクトへの投融資 
（198 百万円） 
・小売業への投資（10 百万円） 

1,200 百万円 
（1,190 百万円） 

平成 24 年 2 月

～ 
平成 27 年 12 月

（注）上表中、調達予定金額のカッコ内は、手取概算額です。 
 
（ご参考：第 9 回新株予約権に関する資金の充当状況） 

 具体的な使途 
調達金額 
（注 4） 

充当金額 充当時期 

第 9 回 

新株 

予約権 

の行使 

事業運転資金（370 百万円） 
・人件費及び経費（370 百万円） 

海外投資資金（112 百万円） 
・アジア・中国・大洋州における M&A およ

び不動産開発プロジェクトへの投資（112 百

万円）（注 1） 
国内投融資資金（208 百万円） 
・M&A および不動産開発プロジェクトへの

投融資 
（198 百万円）（注 2） 
・小売業への投融資（10 百万円）（注 3） 

1,190 百万円 690 百万円 
平成 24 年 2 月

～ 
平成 27 年 3 月

（注 1）内訳は下記の通りです。 
・天安陽光広場プロジェクト関連支出（46 百万円） 
・豪州投資案件関連支出（66 百万円） 

（注 2）内訳は下記の通りです。 
・国内不動産への投資（161 百万円） 
・医療法人投資案件関連支出（6 百万円） 
・子会社株式追加取得（31 百万円） 

（注 3）内訳は下記の通りです。 
・ワイン事業関連支出（10 百万円） 

（注 4）調達金額は手取概算額です。 
 
（ご参考：第 9 回新株予約権の行使状況） 
 個数（個） 株式数（株） 価額（円） 
発行数 80,000 80,000,000 1,200,000,000
行使数 80,000 80,733,927 1,199,937,978
未行使数 0 0 0
（注）平成 27 年 2 月 26 日付で、行使価額を 15 円から 14 円に、割当株式数（新株予約権 1 個当たりの目的

である株式の数）を 1,000 株から 1,071 株にそれぞれ調整しているため、株式数と価額については、発

行数と行使数が一致しません。 
 

以 上 


